
改定骨子（案）

令和４年２月１４日 都市計画課

令和３年度 第１回鶴岡市景観審議会資料

令和４年 月



１（２）計画の目的
（３）これまでの実績と評価
（４）景観まちづくりの課題、

計画改定の必要性
（５）計画の位置付け

現計画をベースとして改定骨子（案）を作成

６．景観重要公共施設の整備に関する事項

７．景観重要公共施設に関する占用等の基準

８．景観形成の推進方策

４（１）全域における制限
• 工作物の届出対象に面積要件を追加
• 「携帯電話基地局の設置に関する景観
形成ガイドライン（平成２４年８月策
定）」の内容を追加

４（２）地区における制限
• 歴まち重点区域及び日本遺産関連区域
の追加を検討

３（１）基本方針
① 類型別
② 景観要素別
③ 再生可能エネルギー施設に
対する考え方
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時点修正
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１

１（２）計画の目的
（３）これまでの実績と評価
（４）景観まちづくりの課題、計画改定の必要性
（５）計画の位置付け



• 最新バージョンに更新
• 図についての説明文、解説文（鶴
岡らしさ、価値、地域別の特徴な
ど）を追加
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（６）



上位・関連計画を踏まえ前文として文言整理

• 洋上風力発電への対応として景観
計画区域に海水面を含めることが
可能か調査中
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３（１）基本方針
• 次ページの全体の方針とまとめて「景観
を構成する主な項目」との整合を図る

８．景観形成の推進方策
○行政・市民・事業者の役割等のページに移行
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上位・関連計画を踏まえ文言整理

7

項目設定の理由を追加



軸景観に「山当て」を明記

上位・関連計画を踏まえ文言整理

「山当て」に関する説明文、写真を追加

8



３（１）基本方針
• 再生可能エネルギー施設（太陽光発電施設、風力発電施設）に対する考え
方（景観配慮事項）を追加

• 「鶴岡市における風力発電施設の設置等に係るガイドライン（令和２年１
２月策定）」、「携帯電話基地局の設置に関する景観形成ガイドライン
（平成２４年８月）」等を基に文言整理を行うとともに、シミュレーショ
ン画像等による例示

• なお、実際の再生可能エネルギー施設事業への対応については、ガイドラ
イン改正後事例がなく実効性の評価がこれからであることと、ケースバイ
ケースできめ細かく対応することが適切と考えられることから、今回は一
律に設置を制限する区域の明示は行わない
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新規

（参考/抜粋）
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地域の特色を活かした取組等を踏まえ時点修正

「山当て景観」に関する内容として視点場と視
対象のリスト、シミュレーション画像等を追加
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①
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地域の特色を活かした取組等を踏まえ時点修正
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②



地域の特色を活かした取組等を踏まえ時点修正

手向地区の引き網や門塀等、固有の景観を構成
する要素を追加
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③



地域の特色を活かした取組等を踏まえ時点修正
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④



地域の特色を活かした取組等を踏まえ時点修正
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⑤



地域の特色を活かした取組等を踏まえ時点修正
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⑥



17

４

• 「大規模な修繕」の取扱について、総面
積の過半（２分の１）未満の場合は適用
除外として運用

• まちなみ景観の保全効果を高めるため、
市街化区域等においてはきめ細かな運用
（例えば３分の１あるいは４分の１）を
行うことを検討



令和３年度景観行政セミナー資料（国交省）抜粋
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４（１）全域における制限
• 工作物の届出対象に面積要件を追加
• 開発行為（造成）や森林伐採を伴うケース、小規模届出が連たんして最終
的にメガソーラーになってしまうケース等への対応

新規



面積要件の数値について
• 「鶴岡市再生可能エネルギー供給施設の設置等に係る基本ガイドライン」
では１０kW以上（パネル面積約２５㎡）を適用対象としている

• 他市事例や、シミュレーション画像による検証を行い、面積要件の数値を
設定
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（参考/抜粋）
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令和３年度景観行政セミナー資料（国交省）抜粋
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山形市 山形市景観計画 届出対象 中心市街地 ５００㎡超
その他 １，０００㎡超

令和３年度景観行政セミナー資料（国交省）抜粋

酒田市 酒田市景観計画 届出対象 １，０００㎡超



４（１）全域における制限
• 「携帯電話基地局の設置に関する景観形成ガイドライン（平成２４年８月
策定）」の内容を追加

新規
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４（２）■羽黒地域 大鳥居周辺地区
行為の制限の基準/色彩
• 「田園風景にふさわしく」などの抽象的表現は
前文で整理あるいは例示し、マンセル値の指定
など一定程度客観性のある内容に変更を検討

大鳥居の後背地の景観保全についても明記
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４（２）地区における制限
• 歴史的風致維持向上計画の重点区域と日本遺産関連区域が重複する「手向
地区」と「松ヶ岡地区」については、観光活性化等に寄与する歴史文化的
景観の保全が重要なことから、景観分野からの更なる調査研究、整備が必
要

• 地区における制限への追加の是非、追加する場合の建築物・工作物への基
準等について検討
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新規
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○重点区域の名称：羽黒手向地区
○重点区域の面積：約５３８ha
○区域内に含まれる国指定等文化財：重要文化財「羽黒山正善院黄金堂」
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○重点区域の名称：羽黒松ヶ岡地区
○重点区域の面積：約２９３ha
○区域内に含まれる国指定等文化財：史跡「松ヶ岡開墾場」



新規

６．景観重要公共施設の整備に関する事項

７．景観重要公共施設に関する占用等の基準

• 対象施設、整備基準等を検討

文言整理

令和３年度景観行政セミナー資料抜粋
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令和３年度景観行政セミナー資料抜粋
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令和３年度景観行政セミナー資料抜粋
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８．景観形成の推進方策
○行政・市民・事業者の役割等
現計画４ページに記載の役割分担を反映

○「良好な景観の形成に関する方針」の実現に向けた取組の進め方
• ふるさと景観資源、コミュニティアーキテクトによるデザインレビュー等
実績のある取組を掲載

• 手続き、窓口等をフローチャートなどでわかりやすく整理、表現
• 地区における制限が存する土地の所有者等には、行為の制限に関する基準
の内容を定期的にお知らせするなど、制度運用への理解促進に努める

新規
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